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重点事業重点事業と注目ポイン注目ポイント重点事業と注目ポイント
9 月定例会議案
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南伊勢町魚消費拡大応援条例 11月は消費拡大応援月南伊勢町魚消費拡大応援条例 11月は消費拡大応援月間！南伊勢町魚消費拡大応援条例 11月は消費拡大応援月南伊勢町魚消費拡大応援条例 11月は消費拡大応援月間！南伊勢町魚消費拡大応援条例 11月は消費拡大応援月南伊勢町魚消費拡大応援条例 11月は消費拡大応援月間！
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一般質問
議員の Q uestion 行政の A nswer

一般質問は、議員が自分自身の考えや町民の声をもとに、町長に行政の執行状況や将来に
対する政策方針などを問うものです。

あなたの声を町政あなたの声を町政に！！あなたの声を町政に！！
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■（議員質疑に一問一答方式が試験導入されて）話の内容が聞きやすくなった。
　続けてもらいたい。

■傍聴者が少ないので、もっと傍聴してもらえるよう町民へアピールを。

■テレビ放送では見れない議会の流れが見れて良かった。

傍聴者
の声

南伊勢町議会定例会へ傍聴に来ていただいた方の声を掲載します
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議
会
活
動
報
告

９月26日㈫、27日㈬　議員６名、事務局１名

定例会にて意見書を可決!
～そして、国政への陳情活動を実践 ～ 

道
路
整
備
に
係
る
補
助
率
等
の

　
　
　
　

嵩
上
げ
措
置
の
継
続
を
求
め
る
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ぎかい応援レター

あなたもつぶやきませんか？

FAX〒516－0194　南伊勢町五ヶ所浦3057　議会事務局　宛　　　0599－66－2164

FAX
どんなことでも大丈夫です（^^)/　みんなでつぶやきましょう。思ったこと、
感じてることを200字程度でつぶやいて、ハガキか　　で送ってくださいね。

ぎかい

minamiise

60 代女性

鈴木知事に失礼…

70代女性

軽く開くゴミ収集箱の扉
　町のゴミ収集箱が新しくなり、扉が開けやすくなって嬉しいです。
できれば迷惑ゴミが少なくなるよう、ゴミの分別方法（ゴミカレン
ダー）が書かれたものを収集箱に見やすく貼り付けておいてほしい。

　知事と小山町長との対談を見に、南島から町文まで出かけました。
　すごくいい話を聞かせてもらったけど、観客の少なさにびっくり！
わざわざ遠い南伊勢まで来てくれているのに、こんなの失礼で恥ずか
しいと思った。 
　遠いから当たり前だけど、私の地元からも少なかった。せっかく国
道260号線（三坂峠）の工事でお世話になるのに、関係する地元の区
長さんや役員さん、建設会社の人らも、バスぐらい出して聞きに行く
のが礼儀ではないのかな？最低限のおもてなしとして…
　選挙の時だけ動員して、肝心な町おこしができなかったらあかんと
思う。
　役場にも言いたい！バスぐらい手配して、遠い地域の人の足を確保
して！こんなんやでいつまでたっても南伊勢は一つになれんよ！
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み んな で やっ とるで ～
今回は、町内小中学校それぞれの学校でがんばっている事や特色などを紹介します。
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学校学校篇学校篇
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議会を傍聴しませんか
12月
議会

しませんか

皆さまの傍聴をお待ちしています。

議会に関するご意見、ご要望がございましたら、議会事務局までご連絡ください。   TEL 0599－66－1781　FAX 0599－66－2164

次回定例議会
（予定）

12月 12日～12月 18日
傍聴の受付は議会事務局まで。


